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当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ 

 
当社は、平成 25 年 9 月 30 日付けで東京地方裁判所にて訴状の提起を受け、本日第１回

口頭弁論が行われましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１． 訴訟の提起がされた裁判所及び年月日 

東京地方裁判所 平成 25 年 9 月 30 日（訴状到着日 平成 25 年 10 月 10 日） 
２． 訴訟を提起した者 

（１） 氏 名： 橋場常雄（当社元取締役） 
（２） 住 所： 東京都港区 

３． 訴訟の内容 
（１） 訴 訟 内 容： 役員退職慰労金の請求 
（２） 訴訟目的の価額： 4,882,500 円及び年 6 分の割合による遅延損害金 

４． 訴訟に至った経緯 
 当社は、平成 25 年 6 月 25 日開催の定時株主総会において、任期途中の平成 24 年

10 月 31 日付をもって取締役を辞任した橋場常雄氏に対する役員退職慰労金贈呈議案

を付議し、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任とする承認をいた

だきました。当社は株主総会決議に基づき、平成 25 年 6 月 28 日開催の取締役会にお

いて同氏に対する退職慰労金の支給額を 1,000,000 円に決定いたしました。 
 同氏は、支給されるべき役員退職慰労金額は 4,882,500 円であり同額と遅延損害金

の支払いを求める、との訴えをしたものであります。 
５． 今後の見通し 

本件が業績に与える影響はありませんが、元取締役からの訴訟提起であることから、

今後の経緯につきましては適切に開示してまいります。 
 

以上 
 


